
令和5年4月1日　改正

相談のフロー

※名前を秘匿

通報のフロー

※匿名の場合

　回答不能の場合

通報の受付

【様式２】で報告 通報者氏名等を秘匿

【様式２】で報告

※不受理でも情報提供

　として整理

通報の
受理・不受理

事実関係の
　※調査依頼 調査開始等【様式５】

調査 ※受理通知と同時でも可

（適宜）

　調査進捗状況【様式６】

調査結果等【様式６】

是正措置

再発防止策等
是正措置等【様式７】

　　　措置等 ※是正措置等がある場合

フォローアップ

通報者保護

　☆必要に応じ
　　　　　総務部も調査

　※調査等
　　　　報告

　※是正

※不利益な取扱いを受けた者に対する救済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・回復措置
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通報事実の有無（調査結果）

フォローアップ等
①不利益な取扱いが行われていないか適宜確認

②通報者を救済するための適切な措置

人事委員会
①不利益処分についての審査請求
②勤務条件に関する措置の要求

③職員相談

受理【様式３】

（該当所属・職員の是正措置、
再発防止策等を受けて）

※是正措置等
　　と一緒でも可

公益通報（内部職員等からの通報）対応フロー図（三重県職員等公益通報取扱要綱による）

関係部局総務課
（法令所管部局）

総務部
人事課

（総合窓口）

外部窓口
（弁護士）

相　談　（　質　問　、　助　言　）

相談者（県職員（教育・警察除く）、派遣労働者、請負等労働者、
上記退職者（退職後１年以内）、請負等役員　他）

【相談とは】
通報に先立ち若しくはこれに関連
して違法性の有無に関する質問
を行う、又は必要な助言を受ける
こと。

【通報とは】
「法令等に違反又はこれに至るお
それがある行為」又は「人の生
命、身体、健康、財産等に対し、
重大な影響を及ぼすおそれのあ
る行為」を知らせること。

通報者（県職員（教育・警察除く）、派遣労働者、請負等労働者、左記退職者（退職後１年以内）、請負等役員　他）

　※是正措置
　　等の検討
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整理・検討（【様式２】による）
→以後、【様式２】で進捗管理

【様式１】により、原則は実名で通報（文書（封書）、電子メール、ファクシミリ等）

受理・不受理の決定

（受理の場合）
調査の必要性の検討

対応に要する標準的な期間の設定

調査の実施・未実施の決定
（受付日から起算して20日以内）

（是正措置等が必要な場合）
該当所属・職員に対する是正
措置、再発防止策の検討

関係部局総務課
（法令所管部局）

外部窓口
（弁護士）
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【不受理の理由】
①通報対象事実でないことが通報時にお
いて明らか
②通報内容が著しく不分明
③通報内容が虚偽であることが明らか
他

不受理【様式４】

総務部人事課
（総合窓口）


